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文化庁に提出した現天守閣解体に係る現状変更許可申請書の概要 

今回文化庁に提出した現状変更許可申請の内容については次の通り。

(1) 現状変更等又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由

・ 現天守閣は、耐震性が極めて低くコンクリートの中性化も進行し老朽化により外壁

が剥落するなど危険な状態。

・ 現在は暫定的に入場を禁止としているが、このままの状態を放置することはできな

い。

・ 天守台穴蔵部分の石垣は、現天守閣の建設時に改変されており、石垣を適切に保存・

修復していくためには、現天守閣を解体した上で発掘調査を行い、現状を正確に把

握する必要がある。

(2) 解体の対象となる建築物等

・ 大天守閣：鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上７階建 延べ床面積 4,698.9 ㎡

・ 小天守閣：鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建 延べ床面積 849.1 ㎡

・ 外部エレベーター棟：鉄骨造平家建 延べ床面積 35.8 ㎡

・ その他付属物：小天守西側にある屋外階段及び空調室外機

・ 園内施設物：仮設桟橋及び仮設構台の設置に支障となる案内看板等

(3) 解体工法及び解体の範囲

・ 解体工法は工事に伴う振動

が小さい切断工法によるブ

ロック解体

・ 解体範囲については大天守

閣、小天守閣とも地上部分

（１階床面より上の部分）と

する。

(4) 設置される仮設物

・ 仮設桟橋

・ 仮設構台

・ 内堀保護工

・ 大型土のう

・ 砕石養生(砕石＋土木シート)

・ 外部足場・外部ブラケット

・ 仮囲い等

・ 仮設設備

・ クローラークレーン等

＜仮設桟橋・仮設構台のイメージ＞

資料１名古屋城天守閣解体に係る現状変更許可申請について
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(5) 樹木の移植・伐採及び剪定

・ 仮設物設置範囲内の樹木については来歴及び樹種により移植・伐採及び剪定を行う。 

移植本数：25 本（中・高木） 伐採本数：178 本（中・高木） 

・ 対象樹木の来歴等を調査した結果、今回伐採の対象となっている樹木については近

現代（明治以降）に植栽されたものである。

(6) 発掘調査

・ 仮設桟橋及び仮設構台の設置に際し、御深井丸及び小天守閣西側においてトレンチ

調査を行い、遺構面の深さ及び遺構の密度を事前に確認する。

(7) 地盤調査

・ 仮設構台及び仮設桟橋を設置する地盤の耐力を確認するため平板載荷試験を行う。

併せて、天守台及び外堀等においてボーリング調査を行う。

(8) 解体に伴う石垣等遺構への影響

・ 解体に伴う振動が石垣等遺構へ影響を及ぼさない工法を採用し、解体範囲を石垣に

一切手を加えない範囲としているため石垣等遺構への影響は軽微である。

・ 解体時における落下物等による遺構の毀損を防止するため、建物外周部に外部足場

を設置し遺構を保護する。

(9) 仮設物設置に伴う遺構への影響

・ 仮設構台及び仮設桟橋、内堀保護工、解体に使用する揚重機（クローラークレーン

等）、工事車両の通行などが史跡に与える影響について、工学的な解析を行った結

果、影響は軽微である。

(10) 解体により建物の荷重が除荷されることによる石垣への影響

・ 建物の荷重が除荷されることによるリバウンドの影響について工学的解析を行っ

た結果、影響は軽微である。

(11) 現状変更許可の申請期間

・ 現状変更許可を取得した日から２０２１年７月末日まで

(12) 留意事項に対する石垣部会の意見

・ 石垣や地下遺構の調査がまだ行われておらず、現況把握ができていない中での工事

計画において、石垣への影響が軽微であるとの結論が導き出されているのは承服し

がたい。そのような調査を実施するための、職員も不足しており、現天守閣解体に

関する工事計画を推し進めることは容認できない。
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６ 名古屋城跡の現状変更申請に係る名古屋市への確認事項への回答 

(1) 全般的事項

区 分 本市の回答 

現状変更申請の経緯に

ついて 

・現天守閣は、耐震性能が極めて低く危険な状態にあ

り、この状態を放置することはできない

・また、今回の解体工事は、石垣に手を加えない工事

であるため、既存の現況調査に基づく工学的検討に

よって、解体工事計画が可能であると判断した 

天守解体・仮設物設置

が石垣等に与える影響

の有無を判断する方法

について 

・考古学的な検討については、有識者との間で、デー

タに基づいた建設的な議論が進展していないため、

現時点での現況調査の評価に基づいて、工学的な検

討を行った 

・今回の現天守閣解体工事は、直接石垣に触れない工

事であるため、既存の現況調査成果に基づいた主に

工学的検討によって影響を評価し、解体工事の計画

が可能であると判断した 

・引き続き調査成果の分析を行い、考古学的な検討に

ついて、有識者との合意形成に努める 

(2) 個別事項

区 分 本市の回答 

現天守を解体する理由、

沿革について 

・現天守閣は市民の機運の高まりによって再建され

た、戦後復興の象徴と言えるものであるが、SRC造

であり、近世城郭の天守を体感することができな

い。耐震補強をすることで、現天守閣の価値を維持

することができる。しかし同時に、近世城郭の天守

閣を体感することができない状態が継続する。一

方、名古屋城においては、昭和実測図などの記録に

基づき、史実に忠実に天守閣の木造復元ができ、そ

れにより、近世城郭の姿を実感することができる。 

・耐震改修と木造復元を比較したとき、近世城郭の本

質的価値の理解の促進という点で木造復元に優位性

があるため、本市は、天守閣を木造復元する方針と

している 
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区 分 本市の回答 

現天守解体の具体的な 

工事内容、具体的な工

法・工程等について、及

び、現天守の解体・除却

工事が文化財である石

垣等に影響を与えない

工法であり、その保存

が確実に図られること

について 

＜Ａ．仮設物設置の影

響について＞ 

① 内堀及び御深井丸

側石垣の発掘等調

査について

・令和元年５月２８日に行われた石垣部会において、

内堀内の現況把握（堀底及び内堀外側石垣根石）の

ための調査について諮り、その実施について合意を

得ている。７月以降、別途現状変更許可が得られ次

第、調査を行う計画である。また、この調査結果に

応じ、必要な対応をとることとしている 

石垣等保全の具体の方

針について、及び、石垣

等詳細調査の具体的な

手順・方法等（石垣調査

計画）について 

・天守台石垣の保存方針について、現天守閣解体終了

（２０２０年８月予定）までに、より具体的な方針

を策定する予定である 

特別史跡名古屋城跡に

関する事業実施体制に

ついて 

・平成３１年度、名古屋城の文化財について総合的な

調査研究を進めるため、調査研究センターを設置し

た。学芸職は、併任も含め１１名（内１名欠員）、

嘱託４名である。その中で埋蔵文化財担当職員は、

副所長、主査（併任）、学芸員５名（内１名欠員）、

嘱託２名である（令和元年６月現在） 

・令和２年度に向けて、欠員の補充を行うとともに、

増員も視野に入れた体制の充実を目指している。特

に、若い職員が多いため、職員のスキルアップが体

制の充実にとって重要であると考える 
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発掘調査区を設定するおおよその範囲

この中に、2m角程度の試掘トレンチを設定する。

礎石部分は、礎石に影響のない範囲で小規模なトレンチ

を入れる。この他、小天守台の西にも一か所設定。

報告２　御深井丸の発掘調査について

資料２
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江戸時代の名古屋城御深井丸に存在した建造物について 
１．はじめに 

  古絵図（表参照）や『金城温古録』等の文献資料により、調査予定範囲と重なる可能性のある江戸

時代の御深井丸内の建造物を検討する。 

２．江戸時代における御深井丸内の建造物 

《凡例》 

①黄色網掛＝現存建造物。

②水色網掛＝調査予定範囲に遺構が重なる可能性のある非現存建造物。

（１）櫓 

・三階御櫓…鉄砲を保管。陸軍期には第四弾薬庫。現西北隅櫓。

・御弓矢櫓…御深井丸東北隅にあった櫓。弓矢を保管。

（２）蔵

・大筒蔵…大筒の保管庫として幕末まで利用。

・御旅蔵…軍旅の要具を保管。天保 8年（1837）に大雨で損壊し造替。

・磨蔵…鉄砲を磨くための蔵。幕末まで存在。

・北穴蔵、南穴蔵…万治元年（1658）頃建設。もとは焔硝蔵であったが、幕末には遺構のみ残存。

・御手筒蔵（御持筒蔵、御側蔵）…御手筒組の管理する蔵。図１には描かれていない。

（３）多門

・東御弓矢多門…御弓矢櫓の南に隣接。

・西御弓矢多門…御弓矢櫓と三階御櫓の間、北側の壁面に沿って建造。

・鋳多門…西側の壁面に沿って設置。もとは鉄砲玉を鋳造していたが、幕末には銃丸の貯蔵庫。

（４）番所

・御番所…御深井丸の番所。御本丸番衆、城代組同心らが昼夜常勤。

・不寝番所…正徳年間（1711～16）に設置か。城代組同心が夜間のみ駐在し、寝ずの番をする番所。

（５）宝暦修理時の仮設建造物（図２参照）

・仮設番所…御深井丸内には５か所建造。

・大工小屋…御深井丸内に２か所。

・諸色小屋…御深井丸内に５か所。

・水汲所…西御弓矢多門の東、外堀際に建造。

３．まとめ 

・宝暦修理時の仮設建造物を除き、御深井丸内の建造物に大きな変化は確認できない。

・史料から確認できる範囲では、今回の調査範囲に重なるのは番所のみである。
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図１  御本丸御深井丸図  

江戸時代後期 名古屋市博物館蔵 

北穴蔵 

南穴蔵 
御旅蔵 

大筒蔵 

磨蔵 

御番所 

不寝番所 

三階御櫓 

御弓矢櫓 

東御弓矢多門 

西御弓矢多門 

鋳多門 
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図２ 御深井丸内諸役人詰所御作事本〆所諸番所取建方指図 

宝暦 2～5年（1752～55） 名古屋城総合事務所蔵 

大工小屋 

仮設番所 

御手筒蔵 

御番所 
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資料名 和暦・年代 西暦 所蔵 備考

元禄十年名古屋城絵図 元禄10年 1697年 名古屋市蓬左文庫 蔵・御殿は省略

御深井丸内諸御役人詰所御作事本〆所諸番所取建方指図 宝暦2~5年 1752~55年 名古屋城総合事務所 宝暦修理時の絵図

尾陽視聴合記のうち　名古屋城図 安永8年 1779年 個人 築城時の想像図か

名古屋城城郭図 文政11年 1828年 公益財団法人東洋文庫 奥村徳義旧蔵

名古屋城内巡覧図 天保5年以前 1834年以前 個人 藩主巡覧時の経路図

御本丸御深井丸図 江戸時代後期 19世紀 名古屋市博物館

金城温古録 万延元年成立 1860年 名古屋市蓬左文庫

名古屋城図 江戸時代後期 19世紀 名古屋城総合事務所 描写年代は江戸前期か

御深井丸建造物が描かれた江戸時代の絵図
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本丸搦手馬出石垣の勾配について 
概要 
 名古屋城本丸搦手馬出の石垣について、他城郭における検討例との比較を行った。比較検討は「熊本城

石垣の変遷について」を参照した。

手順 
本丸搦手馬出東面、断面No．１４について下記の通り検討を行った。 

検討にあたっては、「熊本城石垣の変遷について」（北垣聰一郎先生）を参照する。

１．石垣の高さを推定する。

1間を 6.5尺として、解体前の石垣天端から測定する。図より、1間単位での高さ設定がなされている

と考えて、高さ 8間の石垣とする。 

２．打出しを推定する。（添付資料（イ））

打出し（底辺 BE）の長さは、現況石垣の底辺を測定し、7m（2丈 3尺 1寸） 

となった。打出しは 底辺 BE／高さ ABとなるため、  

2丈 3尺 1寸／8間＝0.44≒0.4 

したがって、左表(熊本城石垣の変遷について表 2)より 5.0ノリを適用する。 

（表２）

３．五分ノリの意味（添付資料（ロ））

五分ノリとは、最下層の 1間分のノリが 1間の半分（五分） 

であるということである。6.5尺（＝1間）×（0.5）＝3.25尺 

４．本高さ 8間分のノリ（添付資料（ハ）） 

3.25尺×8（間分）＝2丈 6尺  

５．余り（2丈 6尺分に対して各 1間ごとにノリを変化させて勾配をつくる）（添付資料（二）） 

2丈 6尺－2丈 3尺 1寸＝2尺 9寸 

６．本高さの残り（7間分）のノリ（添付資料（ホ）） 

2尺 9寸÷7＝4寸 1分（7間を当分したときの勾配分） 

資料６
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７．2間目以降のノリを下表の通り求める。（添付資料 表３） 

本高さ 1間ごとのノリ 各 1間分の「勾配」配分率 

1間目 

2間目 

3間目 

4間目 

5間目 

6間目 

7間目 

8間目 

3尺 2寸 5分 

3尺 2寸 5分－6分＝3尺 1寸 9分 

3尺 1寸 9分－7分＝3尺 1寸 2分 

3尺 1寸 2分－8分＝3尺 4分 

3尺 4分－1寸＝2尺 9寸 4分 

2尺 9寸 4分－1寸 4分＝2尺 8寸 

2尺 8寸－2寸 1分＝2尺 5寸 9分 

2尺 5寸 9分－4寸 1分＝2尺 1寸 8分 

4寸 1分÷7=0.59 6分 

4寸 1分÷6=0.68 7分 

4寸 1分÷5=0.82 8分 

4寸 1分÷4=1.03 1寸 

4寸 1分÷3=1.36 1寸 4分 

4寸 1分÷2=2.05 2寸 1分 

4寸 1分÷1=4.1 4寸 1分 

結果 
・下から 5間目より上部の勾配は現況と合ってくる。

・下から 2間目から 4間目は現況に孕み出しが見られる。

・最下段は地表面下となるので孕み出しは無いと考えられるが、最下段１間目は現況の勾配の方が急

であり、現況と合わない。

「熊本城石垣の変遷について」にて再現した勾配と現況の勾配は特に石垣の下側の部分で合わない

結果となった。
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天端

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

1間=6.5尺

3尺2寸5分

1間

1間

1間

1間

1間

1間

1間

1間

3尺1寸9分

3尺1寸2分

3尺4分

2尺9寸4分

2尺8寸

2尺5寸9分

2尺1寸8分

E

A D

B C

DL(m)=5.000

DL(m)=15.000

DL(m)=10.000

本丸搦手馬出東面断面図

DL(m)=2.700

0

1:100

5m

孕み出し前の推定線

既測線(解体前)

石垣秘伝書の推定線（熊本城石垣の変遷について　参照）1間＝6.5尺
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本丸搦手馬出石垣の修復勾配について 

１ 東面石垣の検討 

（１）検討の前提

・ 修復にともなう解体範囲および孕み出しが生じている範囲は、天和

期に積み替えられたと推定される範囲内におさまっている（資料７

－１）。

・ 孕み出しが生じている部分の断面は№６～№28（資料７－２）。

・ 孕み出しが生じているのは、石垣の中位から下位の部分（資料７－

２）。

・ 変状が生じている部分を、変状が生じる前の形状に修復することを

目標とする。

（２）検 討
・ 他城郭においては、変状が生じていない、あるいは変状の小さい部分

の石垣勾配をもとに、修復勾配を検討しているところが多い。

・ 孕み出しが生じていない№38断面の勾配のつけ方について検討する。 

・ 承応四年（1655）の「石垣築様目録」、延宝八年（1680）の「石垣秘

伝之書」、宝暦五年（1755）の「石墻書」によれば、石垣勾配は高さ

１間（６尺５寸）に対する仰（直角三角形の底辺の長さ）で決めてい

る。

・ 「石垣築様目録」等にもとづいて、№38断面の勾配のつけ方を検討

すると、１間目から４間目までは基本的に矩勾配であるのに対し、５

間目から反りがつくことがわかる（資料７－３）。

※１間目から８間目の高さは、天和期の積み替え開始の高さを基準

とする。

・ №38断面の検討を踏まえると、№６～№28断面の孕み出しが生じて

いる部分は、下位の矩勾配の部分にあたると推定される。

・ №６～№28断面の１間目から４間目を矩勾配として、仰の長さを計

測すると、№38断面の仰の値と近似する（資料７－３）。

・ 以上より、№38断面を、№６～№28の孕み出しが生じている部分の

修復ラインとして用いることができると考えられる。

・ 資料７－４は、孕み出しが生じている№６～№28および№34の断面

に、№38の断面を重ねた図。５間目より上の反りがつく部分の勾配

は、北東隅の隅角部に向かって徐々に反りが強くなっていくことが

わかる。

資料７
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（３）「石垣秘伝之書」等との比較 

・ 孕み出しが生じている№14断面について、孕み出しが生じている部

分に№38の断面を重ねた図と、「石垣秘伝之書」にもとづく勾配、名

古屋城大天守台石垣の宝暦大修理にかかる史料「御石垣屋り形図」に

もとづく勾配とを比較する（資料７－５）。

・ 「石垣秘伝之書」、「御石垣屋り形図」いずれの勾配とも整合しない。

（４）方 針
・ №６～№28の孕み出しが生じている部分の修復勾配として、№38断

面の該当する高さの断面を用いることとする（資料７－６）。

２ 北面石垣の検討 

（１）検討の前提

・ 孕み出しが生じている範囲は、天和期に積み替えられたと推定され

る範囲から築城時の部分にかけての範囲（資料７－１）。

・ 孕み出しが生じている部分の断面は№３～14（資料７－２）。

・ 東面と同様に、孕み出しが生じているのは、石垣の中位から下位の部

分（資料７－２）。

・ 東面と異なる点として、櫓台部分の石垣について、下位の勾配が東か

ら西に向かって、徐々にきつくなっていく（資料７－２）。これは、

櫓台部分の石垣と、櫓台より西側の石垣の高さが異なるためで、高さ

の高い石垣は、低い石垣に対して、下部の勾配を緩くする必要があ

り、両者の石垣勾配の摺り合わせを行った結果、勾配が変化している

と考えられる。

・ 東面と同様に変状が生じている部分を、変状が生じる前の形状に修

復することを目標とする。

（２）検 討
・ 東面と同様に、変状していない断面を用いて、変状が生じている部分

の変状前の勾配を検討する。

・ 先に述べた「石垣築様目録」等にもとづいて、孕み出しが生じていな

い№１断面の勾配のつけ方を検討すると、東面と同様に５間目から

反りがつく（資料７－３）。１間目から４間目は、１間目がややきつ

く立ち上がるが、２間目から４間目は基本的に矩勾配となる。

・ №３～№10断面の孕み出し部分の検討にあたっては、№１断面を用

19



いるが、４間目以下の矩勾配部分は西に向かって徐々に急になって

いくため、各断面の４間目の高さのポイントを通るように、№１断面

水平方向の幅を調整する。幅を調整して№１断面を重ねた図が資料

７－４。 

・ 高さの低い№11～№14断面の孕み出し部分の検討にあたっては、孕

み出しが生じていない№16 の断面を用いて、重ねる（資料７－４） 

（３）方 針
・ №３～10の孕み出しが生じている部分の修復勾配として、№１断面

の該当する高さの断面を調整して用い、№11～№14については、№

16の断面の該当部分を修復勾配として用いることとする（資料７－

６）。
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解体済範囲

平成 30年度石垣解体予定範囲

平成 30 年度隅角石調査範囲

-6
5

.0
0

0
m

-7
0

.0
0

0
m

-4
5

.0
0

0
m

-5
0

.0
0

0
m

-5
5

.0
0

0
m

-6
0

.0
0

0
m

-3
0

.0
0

0
m

-3
5

.0
0

0
m

-4
0

.0
0

0
m

-1
0

.0
0

0
m

-2
0

.0
0

0
m

-2
5

.0
0

0
m

0
.0

0
0

m

5
.0

0
0

m

-5
.0

0
0

m

DL(m)=15.000

DL(m)=10.000

DL(m)= 0.000-1
5

.0
0

0
m

DL(m)= 5.000

4
.0

0
0

m

3
.0

0
0

m

2
.0

0
0

m

1
.0

0
0

m

-1
.0

0
0

m

-2
.0

0
0

m

-3
.0

0
0

m

-4
.0

0
0

m

-6
.0

0
0

m

-1
0

.5
0

0
m

-9
.0

0
0

m

-7
.5

0
0

m

-1
2

.0
0

0
m

-1
3

.5
0

0
m

-1
6

.5
0

0
m

-1
8

.0
0

0
m

-1
9

.5
0

0
m

-2
1

.0
0

0
m

-2
2

.5
0

0
m

-2
4

.0
0

0
m

-2
5

.5
0

0
m

-2
7

.0
0

0
m

-2
8

.5
0

0
m

-3
1

.5
0

0
m

-3
3

.0
0

0
m

-3
4

.5
0

0
m

-3
6

.0
0

0
m

-3
7

.5
0

0
m

-3
9

.0
0

0
m

-4
0

.5
0

0
m

-4
2

.0
0

0
m

-4
6

.5
0

0
m

-4
3

.5
0

0
m

-4
9

.5
0

0
m

-5
1

.0
0

0
m

-5
7

.0
0

0
m

-5
4

.0
0

0
m

-6
3

.0
0

0
m

-6
6

.0
0

0
m

-6
9

.0
0

0
m

-7
2

.0
0

0
m

-4
8

.0
0

0
m

-4
6

.7
5

0
m

DL(m)=10.000

DL(m)=5.000

DL(m)=15.000

0
.0

0
0

m

5
.0

0
0

m

1
0

.0
0

0
m

-5
.0

0
0

m

1
5

.0
0

0
m

2
0

.0
0

0
m

2
5

.0
0

0
m

3
0

.0
0

0
m

3
5

.0
0

0
m

4
0

.0
0

0
m

4
5

.0
0

0
m

5
0

.0
0

0
m

4
5

.0
0

0
m

3
0

.0
0

0
m

1
5

.0
0

0
m

DL(m)=0.0001
.5

0
0

m

3
.0

0
0

m

4
.5

0
0

m

6
.0

0
0

m

7
.5

0
0

m

9
.0

0
0

m

1
0

.5
0

0
m

1
2

.0
0

0
m

1
3

.5
0

0
m

1
8

.0
0

0
m

2
1

.0
0

0
m

2
4

.0
0

0
m

2
7

.0
0

0
m

3
3

.0
0

0
m

3
6

.0
0

0
m

3
9

.0
0

0
m

4
0

.5
0

0
m

4
2

.0
0

0
m

4
3

.5
0

0
m

4
6

.5
0

0
m

4
8

.0
0

0
m

5
1

.0
0

0
m

※ 標高はＴ.Ｐ.値で表示0 (S=1:200) 10m

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383941424344454647484950 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

孕み出しの範囲

天和の積み替えライン

近世～近代の積み替えライン

暗渠

資料７－１

21



2222
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本丸搦手馬出石垣修復勾配検討図①
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本丸搦手馬出石垣修復勾配検討図②

№38断面

№16断面№1断面（調整ラインも含む）
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本丸搦手馬出石垣　変状部分の修復勾配

№38断面

№16断面№1断面（調整ラインも含む）

資料７－６
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石材調査の基準

○石材の状態の分類 ○再使用の評価区分

種別 内容 評価区分（右表を参照） 区分 内容
1 問題なし A A 元位置で再使用 現状のままで再使用が可能

2 石材が破断している A・B・C・D・E
3 石材に亀裂が入っている A・B・C・D・E
4 石材が剥離・剥落している A・B・C・D・E
5 石材が風化等により劣化 A・B・C・D・E
6 石材が火災による損傷により劣化 A・B・C・D・E
7 控えが極端に短くなっている A

8 控えが左右どちらかに寄っている A

9 背面石尻が極端に小さくなっているA
10 控えが上がっている A

11 その他、不安定な状態(逆さ石など)A

旧材を補修して
元位置で再使用

B 補修して再使用が可能

旧材の向きを変える等して
元位置で再使用

転用して別位置で
再利用

向きを変える・周りに詰石をする等して再使用が可能

新補石材への交換が必要だが、向きを変える・周り
に詰石をする等して築石として転用可能

築石として同じ石垣面で
再使用不可

新補石材への交換が必要で転用が不可能

C

D

E

2
8



資料９
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搦手馬出石垣修復 円弧すべり解析について 
１解析の目的と方法 名古屋城本丸搦手馬出石垣について、石垣
の安定性を判断するために、円弧すべり解析

を行う。解析方法は、「道路土工 切土工・
斜面安定工指針」に示される安定解析式を用

いる。

２安定解析モデル 安定解析は、次図に示した解析モデルで実
施した。なお、各地層の地盤定数は、過年度

に実施した土質試験の結果より引用した。

３安定解析結果 安定解析の結果、設定した条件では裏栗石の範囲にすべり面が形成された。また、裏栗石内では平常時
でも円弧すべりが発生し、最少安全率で Fs＝1.0となった。（図１） 

図１ 安定解析結果
４考察

円弧すべり面が裏栗石の範囲内に入る結果となった。したがって、裏栗石範囲内の粘着力、内部摩擦角

を増加する対策が求められる。対策方法は栗石範囲を狭くして改良土に置き換えるものや裏栗石内に安定

化を図るような構造物（ジオテキスタイルや鉄筋等）を追加する対策が考えられる。ただし、文化財石垣

であることから、これらの対策をとる際には文化財保護の観点から慎重に検討していく必要がある。

16 

資料１０
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本丸搦手馬出周辺石垣発掘調査予定位置図
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天守台周辺石垣の調査について　調査の概要

調査の具体的な内容・手法 天守台外部石垣 内堀石垣（御深井丸側） 穴蔵石垣 外堀石垣（桟橋設置地点）

石垣測量 （１）石垣立面図作成 実施済 実施済 実施済 実施済

（２）石垣縦横断図作成 実施済 実施済 実施済 実施済

（３）石垣平面図作成 実施済 実施済 実施済 実施済

（４）石垣オルソ作成 実施済 実施済 実施済 実施済

（５）石垣三次元点群ﾃﾞｰﾀ作
成

三次元レーザースキャナを用いて、石垣の三次元点群データ
を作成する。

実施済 実施済 実施済 ー

（６）可視化図作成
三次元点群データをもとに、段彩図を作成する。立面コン
ターマップとその段彩図、勾配基準軸からの変化量を10cm格
子で抽出し、分布図化した孕み出し量図などを作成する。

実施済 実施済 － ー

石垣現況調査 （１）石垣現況（健全性）調査
石垣の孕み出し領域、築石や間詰石の割れや抜け落ち、築石
の劣化、積み直しの痕跡などについて、目視による調査を行
う。

実施済 実施済 実施済 実施済

（２）石垣カルテ作成
石垣の面ごとに、石垣の現況を記録したカルテを作成する。
積み直しの痕跡、変状点につき、記録表を作成するととも
に、オルソ画像に記載する。

実施済 実施済 実施済 実施済

（３）石材調査

石材一石ごとの岩石種、加工状況、刻印や墨書の有無、矢穴
の有無などを確認する。
石材の観察については、岩石種、岩石に含まれる鉱物を確認
する。
現地で石材チェック表を作成し、石材カードとしてデータ
ベース化する。

実施済 実施済 実施済 ー

（４）石材劣化度調査
石材一石ごとの劣化度について、目視及び打音により調査を
行う。

実施済 実施済 実施済 ー

（５）石垣レーダー探査
石垣背面の裏込め等の状況確認のため、レーダーによる探査
を行う。

実施済 ー 実施済 ー

　　 ビデオスコープ調査
築石背面の状況確認のため、レーダー探査に加え、ビデオス
コープによる確認を行う。

実施済 ー 実施済 ー

発掘調査
石垣の根石の変状の有無、根切の状況の確認、堀内の堆積状
況などを確認するため、発掘調査を行う。
穴蔵石垣の背面構造を確認するため発掘調査を行う。

大天守台根石調査2017年
度、小天守台根石調査
2018年度実施。
小天守閣入口階段付近の
調査。

2017年度、実施。
2019年度、内堀堀底から
御深井丸側石垣の調査。

根石・背面の試掘調査
（トレンチ）を実施する
計画。
天守閣解体後に、全面調
査を予定。

ー

モニタリング
反射対標、石垣（変位）ゲージを設置し、２か月に１度計測
を行い、石垣の変動を確認する。

2018年度より実施中。 2018年度より実施中。 ー ー

史実調査
文献資料、写真史料の検討により、天守台石垣の修復の履歴
などを検討する。

地盤調査 ボーリング調査を実施し、天守台付近の地盤を調査
天守台内部での実施を計
画中。

ー外部石垣の周辺で実施。

調査種別

測量を行い、図面を作成する。
写真測量、3次元レーザー計測を行い、石垣オルソ図、立面
図、縦横断図を作成する。

近世の文献資料、近代以降の写真・図面類の検討を行い、修理の履歴調査。
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外堀石垣現況調査報告 
石垣番号 所 見 
S17 天端部の延長約 55.8m、中央部の高さ約 9.2m、総面積約 555.7 ㎡。左

端は出隅（算木積）、右端は S18と接している。築石部は乱積である。

石材は花崗岩、砂岩が主流。石材の表面加工はノミ、タタキである。

天端部（築石部）、中段部（隅角部、築石部）、裾部（隅角部、築石部）

には、石材の割れ、表面劣化が認められる。石垣面全体では、間詰石の

抜け落ちが多数確認される。

石垣中段部では樹木の影響を受けている部分がある。

孕み出し、その他変状は認められなかった。

S18 裾部の延長約 39.5m、中央部の高さ約 11.9m、総面積約 459.3 ㎡。 

左端は入隅、右端は出隅。築石部は乱積を主体とする。石材は花崗岩系、

堆積岩系であるが、花崗岩系の比率が高い。石材の表面加工はノミ、タ

タキである。

中段築石部に石材の割れ、表面劣化が認められる。天端部（隅石部、築

石部）、中段部（隅石部、築石部）、裾部（築石部）に間詰石の抜け落ち

が多数確認される。石積み時の作業単位と考えられる積み直しラインが

水平方向にはしり、積み直しに由来すると考えられるラインが斜め方向

に走る。

孕み出し、被熱範囲、その他変状個所は認められない。

資料１３
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0 2m 4m

S17 石垣カルテ名古屋城天守台等石垣調査基本調査

隅角部破損状況観察事項

築石部破損状況観察事項

破損状況変形の観察

中段破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり（隅角・築石部）

③ 表面劣化 あり（隅角・築石部）

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし 

⑩ 樹木 あり（隅角・築石部）

⑪ その他 なし

裾部破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり（築石部）

③ 表面劣化 あり（築石部）

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ 前面土砂の堆積 なし

⑫ 立地地盤の異常 なし

⑬ その他 なし

裾部

天端部破損状況

① 緩み なし

② 割れ なし

③ 表面劣化 あり（築石部）

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 あり（隅角部）

⑪ 天端部の沈下 なし

⑫ その他 なし

中段

天端部

孕み出し範囲（孕み強）

孕み出し範囲（孕み弱）

被熱範囲

割れ・表面劣化

抜け落ち

その他変状箇所

積み替えライン
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S18石垣カルテ名古屋城天守台等石垣調査基本調査 孕み出し範囲（孕み強）

孕み出し範囲（孕み弱）

被熱範囲

割れ・表面劣化

抜け落ち

その他変状箇所

積み替えライン

隅角部破損状況観察事項

築石部破損状況観察事項

破損状況変形の観察

天端部破損状況

① 緩み なし

② 割れ なし

③ 表面劣化 なし

④ 抜け落ち あり

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ 天端部の沈下 なし

⑫ その他 なし

中段破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり（築石部）

③ 表面劣化 あり（築石部）

④ 抜け落ち あり

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし 

⑩ 樹木 なし

⑪ その他 なし

裾部破損状況

① 緩み なし

② 割れ なし

③ 表面劣化 なし

④ 抜け落ち あり

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ 前面土砂の堆積 なし

⑫ 立地地盤の異常 なし

⑬ その他 なし 積み替えライン（積み方による）

積み替えライン（積み方による）

0 2m 4m
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御深井丸側内堀石垣現況調査所見 
石垣番号 所 見 
U63 概要  全長（天端部）約 13.8m、全高（中央部）約 9.4m、総面積約 93.4 ㎡

である。隅角部は両端とも入隅であり、右端は U62、左端は U64 と接
する。築石部は布積みおよび乱積みで構成されている。石材の種類は花

崗岩系や砂岩を主とし、石材の表面加工はノミ、タタキである。 

積み直し  左端天端部付近で新補材によって積み直されたラインが認められ
る。また中段部には両端へとつながる水平方向のラインがみられる。  

変状・劣化状況  天端部の築石に石材の割れや表面劣化がまとまってみられる。裾部に
ついては 2 石ほど割れや表面劣化がみられ、間詰石の抜け落ちも若干み
られる。孕み出し、被熱、その他変状箇所はみられない。 

U64 概要  全長（裾部）約 26.5m、全高（中央部）約 5.9m、総面積約 104.5㎡

である。両端とも入隅であり、左端は U65、右端は U63 と接する。築

石部は落とし積みおよび乱積みである。石材の種類は天端部から中段株

までは堆積岩系が多く、下位には花崗岩系がみられる。石材の表面加工

はノミ、タタキである。 

積み直し  裾部付近に水平方向の積み直しラインが認められる。ラインの下方は
乱積みであることから、積み直しに由来する目地と思われる。 

変状・劣化状況  中段部の隅角部、築石部ともに石材の割れや表面劣化がみられ、築石
部には弱い孕み出しも認められる。間詰石の抜け落ちは少ないが、裾部

の築石部および中段の隅角部に比較的大きな石材の抜け落ちが確認で

きる。面的な被熱はなく、その他変状もない。 

U65 概要  全長（天端部）約 77.5m、全高（中央部）約 5.3m、総面積約 393.1㎡

である。両端とも入隅であり、右端は U64、左端は U66 と接する。築

石部は乱積みを主とし、東側は積み直しによる落とし積みが認められ

る。石質は花崗岩系と砂岩である。石材の表面加工はノミ、タタキであ

る。 

積み直し 

目地は 9本確認できる。左端付近水平方向の積み直しライン①は石材
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のサイズ、表面加工の違いや積み方の違いなどから積み直しもしくは作

業単位による目地と考えられる。石垣東側に天端部から裾部にかけて垂

直に延びる積み直しライン②はこの部分の石質、石材のサイズ、積み方

が顕著に異なることから、積み直しに由来するものと考えられる。石垣

面左側に椀形に認められる積み直しライン③は石質に顕著な違いは認

められないが積み方に違いが認められるため、作業単位か積み直しに由

来する目地と考えられる。石垣中央の裾部で逆椀形に認められる積み直

しライン④はラインの上側に比べて下側は石材が古く積み方も異なる

など石垣の新旧が認められるため積み直しに由来する目地と考えられ

る。石垣中央を天端部から裾部にかけて垂直方向に延びる積み直しライ

ン⑤はラインの左右で積み方に差が生じていることから、積み直しもし

くは作業単位に由来する目地と考えられる。石垣天端付近に水平に延び

る積み直しライン⑥は目地の上下で石質、積み方に違いが認められるこ

とから作業単位か積み直しによるラインと考えられる。石垣右側に天端

部から裾部にかけて垂直方向に延びる積み直しライン⑦は石材の表面

劣化や石材のサイズに差が認められることから積み直しに由来する目

地と考えられる。石垣右側天端部付近の水平方向の積み直しライン⑧は

目地を境に石材サイズが顕著に異なるため、小規模な積み直しに伴う目

地と考えられる。石垣右側で天端部より裾部へ垂直方向に延びる積み直

しライン⑨は目地の右側が落とし積みで左側が乱積みになっているこ

とから、積み直しに由来する目地と考えられる。 

変状・劣化状況  中段部築石部の４か所で弱い孕み出しがみられる。石垣面全体で石材
の割れや表面劣化、間詰石の抜け落ちが多い。東側の一部積み直されて

いる部分については割れや表面劣化、間詰石の抜け落ちが少ない。被熱

などその他変状箇所はみられない。 

U66 概要  全長（天端部）約 204.5m、全高（中央部）約 5.6m、総面積約 1105.2

㎡である。両端ともに入隅であり、右端は U65に接する。築石部は落と

し積み、乱積みを主とする。落とし積みは石垣面左側および右側上方に

多く、乱積みは下方および中央部分に多く認められる。石質は砂岩が多

く、一部花崗岩系が認められる。表面加工はノミ、タタキが多い。 

積み直し 

積み直しラインは 15 本程度確認できる。天端部より椀形に入るライ

ンや水平方向に延びる目地は小規模な積み直しもしくは積み直し作業

時の作業単位を示している可能性が高い。一方、天端部から裾部へ垂直

39



方向に延びる目地については石積み技法が異なったり、石質、石材サイ

ズ等が異なる場合が多く、大規模な積み直しに由来するラインである可

能性が高いと考えられる。 

変状・劣化状況  石垣面中央部分より右側で弱い孕み出しが局所的に 4か所みられる。

石材の割れ・表面劣化はあまり多くなく、砂岩の風化による割れが全体

的にみられる。間詰石の抜け落ちは落とし積みの箇所には少なく、乱積

みの箇所にやや多くみられるが、U65に比べると少ない。被熱などその

他変状箇所はみられない。 
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隅角部破損状況観察事項

築石部破損状況観察事項

破損状況変形の観察

孕み出し範囲（孕み強）

孕み出し範囲（孕み弱）

被熱範囲

割れ・表面劣化

抜け落ち

その他変状箇所

積み直しライン

0 2m 4m

U65石垣カルテ名古屋城天守台等石垣調査基本調査

天端部破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり

③ 表面劣化 あり

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ 天端部の沈下 なし

⑫ その他 なし

中段破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり

③ 表面劣化 あり

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  あり

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ その他 なし

裾部破損状況

① 緩み なし

② 割れ あり

③ 表面劣化 あり

④ 抜け落ち あり（間詰）

⑤ 孕み出し（局所）  なし

⑥ 孕み・抜け落ち なし

⑦ 前倒れ なし

⑧ 孕み出し（広範囲） なし

⑨ 崩れ なし

⑩ 樹木 なし

⑪ 前面土砂の堆積 なし

⑫ 立地地盤の異常 なし

⑬ その他 なし

天端部

中段

裾部

中段部に孕み出し（弱）が4か所確認された。

裾部④抜け落ち

中段④抜け落ち

中段④抜け落ち

裾部④抜け落ち

天端④抜け落ち

裾部②③割れ・表面劣化
裾部②③割れ・表面劣化

中段②③割れ・表面劣化

天端②③割れ・表面劣化

中段②③割れ・表面劣化

積み直しライン①

積み直しライン②

積み直しライン③

積み直しライン④

積み直しライン⑤

積み直しライン⑥

積み直しライン⑦

積み直しライン⑧

積み直しライン⑨

積み直しライン

① 積み直し（積み方の違い）

② 積み直し（石質、積み方の違い）

③ 積み直し/作業単位（不連続面）

④ 積み直し（石質、積み方の違い）

⑤ 積み直し/作業単位（不連続面）

⑥ 積み直し/作業単位（不連続面）

⑦ 積み直し（石質、積み方の違い）

⑧ 積み直し/作業単位（不連続面）

⑨ 積み直し（積み方の違い）

孕み出し範囲（孕み弱）

孕み出し範囲（孕み弱）

孕み出し範囲（孕み弱）
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天守台石垣等の調査について モニタリング

天守台周り石垣の維持管理及び石垣変位計測のため、モニタリングを実施している。

■モニタリング方法

・天守台周り石垣に計測点（反射対標）やゲージを設置し、御深井丸および本丸エリアに設けた

モニタリング観測点（木杭、金属鋲）より、トータルステーションによる計測および目視による

ゲージ観察を行う。

・反射対標計測、変位ゲージ観察は1回/2か月程度。

計測点(反射対標）例

変位ゲージ例

モニタリング範囲（■部）

計測点(反射対標)

変位ゲージ

大天守北 U61立面図 ：計測点（対標設置)・変位ゲージ位置

大天守北 U61 計測点間の距離(配置図)

■モニタリング範囲 ：計測点(反射対標)・ゲージ設置石垣

（計測点168点 ゲージ93点）

■計測点(反射対標)・変位ゲージの設置：大天守北（U61）例

・石垣面の計測点（反射対標）と変位ゲージを設置

・計測点において、計測点の座標値および計測点間の距離を計測

■計測状況
・計測点計測、変位ゲージ記録は2018年10月から実施（8回）

・これまで、変位ゲージの変動は認められない（読み値の変化なし）

計測点（計測点間距離）の問題となる変動は認められない

・今後、保全管理において継続的なモニタリングにより変位動向を把握し、変状の有無について

現況と合わせ確認していく

接写撮影例 望遠カメラ撮影例

計測状況

■変位ゲージ目盛観察・撮影
・石垣調査足場上では目盛を目視確認(接写撮影)し、足場撤去後は高所部においては望遠カメラを使用し

記録撮影・目盛(読み値)記録を実施

計測点設置状況（小天守東 H136）

計測点
(反射対標)

資料１５
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Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ Ｊ
Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

凡例

令和元年度　追加調査予定位置5箇所（Ｒ～Ｖ）

平成29年度　発掘調査（A～N）14箇所

平成30年度　発掘調査（O～Q）  3箇所
U60 H135　石垣管理台帳の石垣管理番号

（名古屋城総合事務所による付与）

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

1×13ｍ

3×5ｍ

1×8ｍ

1×8ｍ

1×10ｍ

1×4ｍ拡張

調査予定位置図

Ｒ

内堀堀底追加調査について

資料１６
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2019年8月

レーダー探
査

レーダー探
査実施

探査の結果
により、攪
乱範囲・深
さの推定

必要に応じ
て、攪乱範
囲確定のた
めの発掘調
査を実施

発掘調査を
実施し、範
囲を確定。
考古学的な
検討。

想定される
攪乱の範
囲・深さに
よっては、
発掘調査し
ない

発掘調査

現状変更
許可取得
後、発掘
調査実施

発掘調査成
果の評価

整備事業に
先行して必
要な追加調
査があれば
実施

今後の整備
事業に伴う、
内堀の保護
対策実施

攪乱の石垣
への影響に
ついての工
学的な検討

内堀堀底発掘調査の進め方

土壌改良等
の処置が必
要であれば
実施

内堀堀底、
御深井丸側
石垣に対す
る評価

必要に応
じ、内堀御
深井丸側石
垣に応急的
処置

内堀堀底の追加調査について
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濃尾震災以降の天守台石垣北面の孕みだしに関する史料 

１．はじめに 

 天守台石垣北面の孕みだしに関して、これまでの調査で確認した文献史料をもとに、現状

把握できている事項についてまとめた。 

 宝暦期以降の江戸時代史料では、天守台石垣の孕みだしに関する記述は確認できないた

め、江戸時代の段階で孕みだしが生じていたかどうかは、史料上からは判断できない。 

近代以降では、東京都立中央図書館木子文庫所蔵の名古屋城関係史料によって、明治 24

年（1891）10月 28日に発生した濃尾震災後の、天守台を含めた名古屋城全体の石垣の被災

状況が確認できる。 

ここでは、木子文庫の史料をもとに、濃尾震災後に指摘された天守台石垣北面の孕みだし

について検討する。また、後世に作成された文献や議事録から、昭和戦前期の段階で、孕み

だしの状況がどのように認識されていたのかについて考察する。 

２．濃尾震災以降の孕みだしに関する史料について 

天守台北面石垣の孕みだしについて、直接言及されている史料は、現在確認できている限

り、明治 25年（1892）9月 7日付の「堤内匠頭宛木子清敬書簡」だけである。 

A「堤内匠頭宛木子清敬書簡」明治 25年 9月 7日 

木 54-2-36 東京都立中央図書館特別文庫室木子文庫所蔵 

《原文引用》 

（前略） 

  御殿向修繕之簾々 

一、殿中斜形之箇所、曲ミ建直之事 

一、床カ下土台腐朽之分取替、附土台同様之事 

但床カ下足堅メ大引腐朽御注意有之度事 

一、柱惣躰根元損し腐朽之分、根継敷盤等仕様之事 

一、床カ弐重張り之処ハ、取払相成候ても宜敷事 

一、仮仕切及仮囲イハ、工事之都合ニ寄り取払相成候ても宜敷候事 

一、御張附取放し候箇所之内、下地不充分之箇所ハ張附、下地更ニ御取設ケ相成度事 

一、襖張附障子腰等之張直しニ付ては、各敷居磨減之箇所ハ同削直し或ハ取替之事 

一、屋根瓦葺之箇所ハ、震災之為メ不陸ヲ生し候箇所ハ、瓦葺直し之事 

一、銅屋根雨洩之儀ハ、直し方相成度候事 

資料１７
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一、銅屋根下地小屋廻りハ、極メテ不充分ト存候 

一、惣シテ床カ下大引足堅メ等、充分御手入相成置度候事 

〆以上経理部ニ於テ取扱相成事 

一、天守小天守ハ、昨年震災之際拝見致候節トハ、大井ニ損所相増し、加ルニ北側之石

　　垣等ハラミ出し、故ニ床カ板ニ不陸ヲ生し有之候間、是又相当之修繕相成度旨申置候

一、隅櫓ハ悉皆相残し、独立之修繕相加ヱ可申置ト之事ニ候 

一、多門ハ悉皆取除キ、入札払ニ被致候由 

一、表門及東門ハ修繕ヲ加ヱ、保存之積り 

一、多門取解跡へ土手形取設ケ、樹木後来植付之見込ニ可取計置候事

〆以上共議有之候簾々ニ御座候 

（中略） 

明治廿五年九月七日夜   木子清敬 

堤内匠頭殿 

《Aから分かること》 

・濃尾震災の約一年後にあたる明治 25年 9月 7日、木子清敬が上司である堤内匠頭に、名

古屋城本丸内にある建造物の破損状況を報告したときの書簡である。

・「昨年震災時に拝見した」とあるため、木子が震災直後に名古屋城の実地検分をしていた

ことが推測される。 

・明治 25年 9月の検分時には、木子が以前検分したときよりも、天守・小天守の破損状況

が増したことが分かる。

・この時の調査では、北側の石垣が孕みだしたために、不陸が生じたとしており、天守を修

繕する必要があるとしている。

【A】の書簡とは別の時期に作成されたとみられる、名古屋城全体の石垣の被災状況につ

いて記された図面からも、天守台石垣の状況が確認できる。 

B「名古屋城（名古屋離宮）本丸・深井丸・西之丸地図(震災石垣破損箇所調査) 

木 54-2-14 東京都立中央図書館特別文庫室木子文庫所蔵 

《Bから分かること》 

・濃尾震災後の石垣の状況を、「倒壊」・「孕ミ」・「旧形之侭」に色分けして示した図。

・天守台石垣に関しては、【A】の書簡では「ハラミだし」と記されており、【B】の図面の「旧

形之侭」とは表現が異なる。
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《A・Bから推測されること》 

・作成時期が不明である【B】の天守台は「旧形之侭」とある。これに対して、明治 25 年

に記された【A】では、北面に孕みだしがあったと記されている。

・【A】にある「昨年震災時に拝見した」という記述から、木子は、明治 24年の被災直後に

実地検分をしていたことが推測される。また、そのときよりも天守・小天守の破損状況が

増加しており、北側の石垣が孕みだしたため、不陸が生じたとしている。 

・以上から、【B】の図面は、明治 24 年の震災発生から、ほど遠からぬ時期に作成された可

能性が高いと推測される。

３．濃尾震災後の孕みだしに関する認識について 

後の文献や資料によると、明治 25年に木子清敬が指摘した天守台北面石垣の孕みだしは、

後世まで残っており、昭和戦前期にも認識されていたことが分かる。 

C『愛知縣史蹟名勝天然紀念物調査報告 第九』（昭和 6年 3月、愛知県） 

（二）「名古屋城」（同調査会主事・小栗鉄次郎執筆分） 

《原文引用》 

（27頁、名古屋城大天守） 

（中略）明治廿四年濃尾地震によって、北方の石垣が少し孕んだが崩壊の惧れある程度で

はない 

D「名古屋城管理委員会綴」昭和 14年 6月 20日第二回名古屋城管理委員会 

《原文引用》 

（前略） 

市長 破損を俟って修理せず、それ以前に適当に処置を取ると云ふことは、伊東さん

のご意見でありますが、傾いて居るとか傷になっている様な場所につき、何か

ご意見がありませぬか。 

坂谷委員 天守の石垣の傾斜の脹み（ふくらみ）が心配でありますが、どれだけの費用を

持って直すか、具体的の材料をもって居りませぬか。修理の方法、図録の編纂

委員などを設ければ、これが材料をつかむ端緒となると思ひます。 

市長 天守の石垣の深さは地下余程深く入って居ると云うことであるが。 

坂谷委員 未だ研究して居りませぬ。そう云う様な根本的な調査をしたいと思ひます。こ
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の地盤は何れ位の重量に堪えるかと云ふ様なことは、現在調査が出来るので

ありますから、やって見たいと思ひます。 

市長 石垣は予想以上に深いと云ふことであるが、君等（建築課長の方を指さして）

はどう思ふか。 

疋田幹事 私は承知致しませぬ。 

市長 濠は埋めた方がよいか、空濠の侭にしておいた方が良いでせうか。 

坂谷委員 保存、堅固の上からは埋めた方が良いと思ひますが、歴史的関係上そう云ふ訳

にもいかないでせうし、又築城防備方面からは空堀の方が良いと思ひます。 

市長 永久保存と云ふと、木材はどうするか。 

（後略） 

・市長：縣忍市長

・伊東：伊東忠太（工学博士・建築家）

・坂谷委員：阪谷良之進文部省技師（原文では「坂谷」となっている）

・疋田幹事：疋田武二土木局建築課長

E「名古屋城管理委員会綴」昭和 16年 4月 23日第三回名古屋城管理委員会 

《原文引用》 

（前略） 

大岡委員   保安課長から申上げました名古屋城の保存根本対策ですが、現在あの侭

にしておいても、木造の建造物は親切な管理をしないと時々刻々に悪く

なるものですから、よほど親切にしなければ傷みやすいと思ひます。 

非常によく保存されてる天守の土台でも、腐ってる土台を入れ替へるこ

とは困難で、あの天守を持ち上げることは出来ないことですから。 

  然しある程度沈下傾斜するそれ迄に、対策を講じなければならぬ。心配な

のは石垣が部分的にはらんでゐることで、それが安全か進行状態にあるの

か、相当安全なものでも未然に方法を講ずる。そーゆー調査はむだの様で

むだでないので、ある調査の結果を五年目或は十年目に報告し、城郭修理

や部分的調査を継続的に行へば、結局永年保存できることとなるのであ

ります。 

何にしても、図面を第一着にこしらへなければならないと思ひます。斯ふ

云ふ希望を申述べておきます。 

縣市長 石垣のはらんだ所の処置はどうするか。 

大岡委員 石垣のはらんだのは補強工事をする外ない。 

縣市長 名古屋城の石垣のはらんだのは何時頃か。 
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疋田建築課長 はっきりしてゐません。明治二十四年頃とも聞いていますが。 

伊東委員   測っておくことが必要ですね。何年何年の記録を作っておく。 

花井土木局長 （中略） 

石垣に付ては、御注意の様に経過異動等御指示に依り調査し、おろそかに

しない様致したいと思ひます。然し余り異動はない様です。これが修理は

あのまま補強するか調査をして行きたいと思ひます。 

（後略） 

・大岡委員：大岡實文部省技師（阪谷良之進の後任）

・保安課長：青戸精一文部省宗教局保存課長（原文では「保安課長」となっている）

・花井土木局長：花井又太郎土木局長

《C・D・Eから分かること》 

【C】昭和 6年の小栗による報告では、濃尾震災で孕みだしが発生したとされている。 

【D】阪谷は、昭和 14年の段階で孕みだしを懸念しており、名古屋市側の委員に費用や修理

方法を問い、石垣調査の意向を述べている。 

【E】大岡も阪谷と同様、昭和 16 年の段階で孕みだしを懸念していた。大岡は天守本体の 

劣化・沈下対策に関連して、孕みだし調査の必要性を述べている。また孕みだしの処

置としては、補強工事をほどこすほかないとしている。 

【E】疋田は、明治 24年頃に孕みだしが生じたという可能性を認識していた。 

４．まとめ 

・確認した限りでは、孕みだしは明治 25 年 9 月の木子清敬による調査ではじめて指摘され

た。よって、明治 25年の段階で孕みだしが生じていたのは事実であると推測される。

・木子文庫の史料を見る限りでは、明治 24年の濃尾震災で孕みだしが生じた可能性が考え

られるが、濃尾震災以前の史料からは、孕みだしについての記述が確認できないため、断

言はできない。

・明治期以降、名古屋城の関係者は、天守台に孕みだしが生じていることを認識しており、

石垣調査や補強工事の必要性を議論している。ただし、明治 25年以降の孕みだしの進行

状況については不明である。 

・実際に補強工事が行われたのかについては、史料上から確認できないため、不明である。
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天守台北面の孕み出しの評価について

天守石垣北側孕部之圖

　天守石垣実測図　大正15年　

名古屋城総合事務所蔵より

平成24年度にレーザー計測が行われており、平成24年の計測データと平成30年の計測データより

縦断図を作成し、比較を行った。

U61孕み出し部について重ね合わせによる比較を行ったところ、石垣の変動によるとみられる変化

は認められなかった。

H24計測データと現況データ（断面比較）

平成24年と平成30年の三次元点群計測データより大天守北面U61での縦断図を作成し、比較を行った。

断面図の作成位置が特定できないため現在との対

比は困難である。
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2019年3月 2019年8月

「天守台石
垣の保存方
針」提示

穴蔵石垣の
全面調査

調査継続

天守台石
垣の保存
方針の改
定・最終
的な確定

必要な調査・分析

穴蔵石垣

文献史料に基づく史
実調査

・現況調査で把握した課題に対する対応方法の検討（保存・修復の具体的な方法検討）

天守台石垣の保存
方針

・内堀の追加調査
・モニタリング
・既存の調査成果の分析
・天守台の課題に対する対応方法の
検討

3月25日　石垣部会での意見
○石垣調査の進展が見られない
○大天守台北側の内堀内が、戦災の
ごみで攪乱されているが、状況がま
だ把握できていない
○調査を進めていく体制が不十分で
ある
○文献史料に基づく史実調査がまだ
できていない

「天守台石垣保存方針」
策定までのプロセスの確
認

天守台外部石垣・内
堀石垣

2019年8月以降実施

応急的処
置が必要
であれば
実施

石垣部会

・調査の実施について審議
・調査の成果についての審議
・課題に対する対応方法の審議

・内堀堀底追加調査の実施
レーダー探査→発掘調査→調査成果分析

・調査成果の分析

・史料の分析
・史料の分析に基づいた現地調査の検証

穴蔵石垣の試掘調査
→試掘調査結果の分析

必要な処置
の実施

「天守台石垣の保存方針」具体化の手順

天守台石垣
の保存方針
を具体化、
策定

現状変更許可取得後、

現天守閣の解体

資料１８
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